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事
業
再
生
に
係
る
認
証
紛
争
解
決
事
業
者
の
認
定
等
に
関
す
る
省
令
第
十
四
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
認
証
紛
争
解

決
事
業
者
が
手
続
実
施
者
に
確
認
を
求
め
る
事
項
（
平
成
二
十
年
経
済
産
業
省
告
示
第
二
十
九
号
）

（
最
終
改
正

平
成
二
十
三
年
七
月
十
四
日
）

第
一
条

こ
の
告
示
に
お
い
て
使
用
す
る
用
語
は
、
産
業
活
力
の
再
生
及
び
産
業
活
動
の
革
新
に
関
す
る
特
別
措
置
法
（
平

成
十
一
年
法
律
第
百
三
十
一
号
）
及
び
事
業
再
生
に
係
る
認
証
紛
争
解
決
事
業
者
の
認
定
等
に
関
す
る
省
令
（
以
下
「
省

令
」
と
い
う
。
）
に
お
い
て
使
用
す
る
用
語
の
例
に
よ
る
ほ
か
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
用
語
の
意
義
は
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該

各
号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

一

金
融
機
関
等

次
に
掲
げ
る
者
（
事
業
再
生
計
画
案
に
係
る
債
務
者
に
対
す
る
債
権
が
投
資
事
業
有
限
責
任
組
合
契

約
等
（
投
資
事
業
有
限
責
任
組
合
契
約
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
号
）
第
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
投

資
事
業
有
限
責
任
組
合
契
約
及
び
有
限
責
任
事
業
組
合
契
約
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
七
年
法
律
第
四
十
号
）
第
三
条

第
一
項
に
規
定
す
る
有
限
責
任
事
業
組
合
契
約
を
い
う
。
）
に
係
る
組
合
財
産
で
あ
る
場
合
に
お
け
る
当
該
投
資
事
業

有
限
責
任
組
合
契
約
等
を
締
結
し
て
い
る
者
を
除
く
。
）
を
い
う
。

イ

預
金
保
険
法
（
昭
和
四
十
六
年
法
律
第
三
十
四
号
）
第
二
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
金
融
機
関
（
協
定
銀
行
（
同

法
附
則
第
七
条
第
一
項
第
一
号
に
規
定
す
る
協
定
銀
行
を
い
う
。
）
を
除
く
。
）

ロ

農
水
産
業
協
同
組
合
貯
金
保
険
法
（
昭
和
四
十
八
年
法
律
第
五
十
三
号
）
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
農
水
産
業

協
同
組
合

ハ

保
険
業
法
（
平
成
七
年
法
律
第
百
五
号
）
第
二
条
第
二
項
に
規
定
す
る
保
険
会
社
及
び
同
条
第
七
項
に
規
定
す
る

外
国
保
険
会
社
等

ニ

株
式
会
社
日
本
政
策
投
資
銀
行

ホ

信
用
保
証
協
会

ヘ

地
方
公
共
団
体
（
イ
か
ら
ホ
ま
で
に
掲
げ
る
者
の
う
ち
い
ず
れ
か
の
者
と
と
も
に
債
務
免
除
等
を
す
る
も
の
に
限

る
）

二

政
府
関
係
金
融
機
関

株
式
会
社
日
本
政
策
金
融
公
庫
及
び
沖
縄
振
興
開
発
金
融
公
庫
を
い
う
。

三

債
務
免
除
等

債
務
の
免
除
又
は
債
権
の
そ
の
債
務
者
に
対
す
る
現
物
出
資
に
よ
る
移
転
（
当
該
債
務
者
に
お
い
て

そ
の
債
務
の
消
滅
に
係
る
利
益
の
額
が
生
ず
る
こ
と
が
見
込
ま
れ
る
場
合
の
当
該
現
物
出
資
に
よ
る
移
転
に
限
る
。
）

を
い
う
。

第
二
条

省
令
第
十
四
条
第
二
項
に
規
定
す
る
認
証
紛
争
解
決
事
業
者
が
手
続
実
施
者
に
確
認
を
求
め
る
事
項
は
、
省
令
第

八
条
か
ら
第
十
三
条
ま
で
に
規
定
す
る
手
続
及
び
次
項
か
ら
第
五
項
ま
で
に
掲
げ
る
準
則
に
基
づ
き
事
業
再
生
計
画
案
を

策
定
し
て
い
る
こ
と
と
す
る
。

２

当
該
認
証
紛
争
解
決
事
業
者
が
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
確
認
し
た
上
で
省
令
第
七
条
の
一
時
停
止
の
通
知
を
発
し
て
い

る
こ
と
。

一

債
務
者
が
次
に
掲
げ
る
要
件
を
満
た
す
も
の
で
あ
る
こ
と
。

イ

過
剰
債
務
を
主
因
と
し
て
経
営
困
難
な
状
況
に
陥
っ
て
お
り
、
自
力
に
よ
る
再
生
が
困
難
で
あ
る
こ
と
。

ロ

技
術
、
ブ
ラ
ン
ド
、
商
圏
、
人
材
等
の
事
業
基
盤
が
あ
り
、
そ
の
事
業
に
収
益
性
や
将
来
性
が
あ
る
等
事
業
価
値

が
あ
り
、
重
要
な
事
業
部
門
で
営
業
利
益
を
計
上
し
て
い
る
等
債
権
者
の
支
援
に
よ
り
再
生
の
可
能
性
が
あ
る
こ
と
。

ハ

再
生
手
続
開
始
又
は
会
社
更
生
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
五
十
四
号
）
若
し
く
は
金
融
機
関
等
の
更
生
手
続
の

特
例
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
八
年
法
律
第
九
十
五
号
）
の
規
定
に
よ
る
更
生
手
続
開
始
の
申
立
て
に
よ
り
信
用
力

が
低
下
し
、
事
業
価
値
が
著
し
く
毀
損
さ
れ
る
等
、
事
業
再
生
に
支
障
が
生
じ
る
お
そ
れ
が
あ
る
こ
と
。

二

事
業
再
生
計
画
案
が
次
に
掲
げ
る
要
件
を
満
た
す
も
の
で
あ
る
こ
と
。

イ

債
権
額
の
回
収
の
見
込
み
が
、
破
産
手
続
に
よ
る
債
権
額
の
回
収
の
見
込
み
よ
り
も
大
き
い
こ
と
等
、
債
権
者
に

と
っ
て
も
経
済
的
合
理
性
が
期
待
で
き
る
こ
と
。

ロ

過
剰
設
備
又
は
遊
休
資
産
の
処
分
、
不
採
算
部
門
の
整
理
又
は
撤
退
等
、
債
務
者
の
自
助
努
力
を
伴
う
も
の
で
あ

る
こ
と
。

ハ

実
行
可
能
性
が
あ
る
こ
と
。

ニ

債
権
者
全
員
の
合
意
を
得
ら
れ
る
見
込
み
が
あ
る
こ
と
。

３

事
業
再
生
計
画
案
に
係
る
債
務
免
除
等
が
二
以
上
の
金
融
機
関
等
又
は
一
以
上
の
政
府
関
係
金
融
機
関
等
（
政
府
関
係

金
融
機
関
又
は
協
定
銀
行
（
こ
れ
ら
の
う
ち
、
当
該
事
業
再
生
計
画
案
に
係
る
債
務
者
に
対
す
る
債
権
が
投
資
事
業
有
限

責
任
組
合
契
約
等
に
係
る
組
合
財
産
で
あ
る
場
合
に
お
け
る
当
該
投
資
事
業
有
限
責
任
組
合
契
約
等
を
締
結
し
て
い
る
も

の
を
除
く
。
）
を
い
う
。
）
に
よ
り
行
わ
れ
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
。

４

事
業
再
生
計
画
案
に
つ
い
て
債
権
者
全
員
の
合
意
を
得
た
場
合
に
は
、
次
に
掲
げ
る
要
件
を
満
た
す
こ
と
と
さ
れ
て
い
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る
こ
と
。

一

事
業
再
生
計
画
に
つ
い
て
、
債
務
者
に
よ
り
公
表
を
行
う
こ
と
。
た
だ
し
、
公
表
に
よ
り
事
業
再
生
に
著
し
い
支
障

が
生
じ
る
お
そ
れ
が
あ
る
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

二

債
務
者
（
会
社
の
分
割
又
は
事
業
の
譲
渡
に
よ
り
債
務
者
の
事
業
の
全
部
又
は
一
部
を
他
の
事
業
者
に
承
継
さ
せ
、

か
つ
、
当
該
他
の
事
業
者
が
当
該
債
務
者
の
債
務
を
引
き
受
け
た
場
合
に
は
、
当
該
他
の
事
業
者
）
は
、
債
権
者
及
び

認
証
紛
争
解
決
事
業
者
に
対
し
、
様
式
第
一
に
よ
り
事
業
再
生
計
画
の
進
捗
状
況
の
報
告
を
行
う
こ
と
。

５

次
に
掲
げ
る
場
合
に
は
、
債
務
者
が
特
定
債
務
等
の
調
整
（
特
定
債
務
等
の
調
整
の
促
進
の
た
め
の
特
定
調
停
に
関
す

る
法
律
（
平
成
十
一
年
法
律
第
百
五
十
八
号
）
第
二
条
第
二
項
に
規
定
す
る
特
定
債
務
等
の
調
整
を
い
う
。
）
に
係
る
調

停
の
申
立
て
（
当
該
調
停
の
申
立
て
の
際
に
同
法
第
三
条
第
二
項
の
申
述
を
し
た
場
合
に
限
る
。
）
又
は
破
産
手
続
開
始

、
再
生
手
続
開
始
、
会
社
更
生
法
若
し
く
は
金
融
機
関
等
の
更
生
手
続
の
特
例
等
に
関
す
る
法
律
の
規
定
に
よ
る
更
生
手

続
開
始
若
し
く
は
特
別
清
算
手
続
の
開
始
の
申
立
て
を
行
う
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
。

一

省
令
第
九
条
第
二
項
第
三
号
又
は
第
十
二
条
の
期
日
ま
で
に
、
事
業
再
生
計
画
案
に
つ
い
て
債
権
者
全
員
の
合
意
を

得
る
こ
と
が
で
き
な
い
場
合

二

債
権
者
全
員
の
合
意
を
得
た
事
業
再
生
計
画
に
基
づ
い
て
債
務
を
弁
済
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
場
合
（
債
権
者
全
員

の
合
意
に
よ
り
事
業
再
生
計
画
案
を
変
更
す
る
場
合
を
除
く
。
）

第
三
条

手
続
実
施
者
は
、
省
令
第
十
三
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
及
び
前
条
に
規
定
す
る
事
項
を
確
認
し
た
場
合
は

、
様
式
第
二
に
よ
り
、
確
認
書
を
債
務
者
に
交
付
し
、
当
該
確
認
書
を
添
付
し
て
認
証
紛
争
解
決
事
業
者
に
対
し
て
報
告

す
る
も
の
と
す
る
。

様
式
第
一

（第
２
条
関
係

）

年
月

日

殿

債
務
者
の
名
称

住
所

債
務
者
の
代
表
者
の
氏
名

印

事
業
再
生
に
係
る
認
証
紛
争
解
決
事
業
者
の
認
定
等
に
関
す
る
省
令
第
十
四
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
認

証
紛
争
解
決
事
業
者
が
手
続
実
施
者
に
確
認
を
求
め
る
事
項
の
規
定
に
基
づ
く
事
業
再
生
計
画
の
進
捗
状
況

報
告

事
業
再
生
に
係
る
認
証
紛
争
解
決
事
業
者
の
認
定
等
に
関
す
る
省
令
第
十
四
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
認
証
紛
争
解
決

事
業
者
が
手
続
実
施
者
に
確
認
を
求
め
る
事
項
の
規
定
に
基
づ
き

事
業
再
生
計
画
の
進
捗
状
況
に
関
し

下
記
の
と
お
り

ࠊ
ࠊ

御
報
告
致
し
ま
す

ࠋ

１
平
成

年
日
に
お
け
る
損
益
の
概
況

（当
初
計
画
と
の
比
較

前
年
・
前
月
対
比
等

）

㸬
ࠊ

２
業
務
及
び
営
業
の
状
況

㸬

３
当
初
事
業
再
生
計
画
と
の
比
較

（省
令
第

1
3
条
第
１
項
及
び
第
２
項
に
定
め
る
事
業
の
再
構
築
の
た
め
の
方
策

自
己

㸬
ࠊ

資
本
の
充
実
の
た
め
の
措
置

資
産
及
び
負
債
並
び
に
収
益
及
び
費
用
の
見
込
み
に
関
す
る
事
項

資
金
調
達
に
関
す
る

ࠊ
ࠊ

計
画

債
務
の
弁
済
に
関
す
る
計
画

債
務
超
過
の
解
消
及
び
経
常
損
失
の
黒
字
化
に
係
る
進
捗
状
況
等

）

ࠊ
ࠊ

４
平
成

年
月
に
お
け
る
貸
借
対
照
表
・
損
益
計
算
書
・
資
金
繰
実
績
表

㸬

５
そ
の
他
重
要
事
項

㸬

注
１

）

事
業
再
生
計
画
の
進
捗
状
況
に
関
し
て
は

債
務
者
の
業
種
に
よ
っ
て
報
告
内
容
を
適
宜
適
切
な
も
の
と
す
る
こ

ࠊ

と
ࠋ

注
２

）

事
業
再
生
計
画
の
進
捗
状
況
の
報
告
は
少
な
く
と
も
６
月
に
一
度
は
行
う
こ
と

ࠋ

備
考

用
紙
の
大
き
さ
は

日
本
工
業
規
格
Ａ
４
と
す
る

ࠊ
ࠋ

様
式
第
二

（第
３
条
関
係

）

年
月

日

殿

手
続
実
施
者
の
名
称

住
所

手
続
実
施
者
の
氏
名

印

事
業
再
生
に
係
る
認
証
紛
争
解
決
事
業
者
の
認
定
等
に
関
す
る
省
令
第
十
四
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
認

証
紛
争
解
決
事
業
者
が
手
続
実
施
者
に
確
認
を
求
め
る
事
項
の
規
定
に
基
づ
く
確
認
書

事
業
再
生
に
係
る
認
証
紛
争
解
決
事
業
者
の
認
定
等
に
関
す
る
省
令
第
十
四
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
認
証
紛
争
解
決

事
業
者
が
手
続
実
施
者
に
確
認
を
求
め
る
事
項
の
規
定
に
基
づ
き

下
記
に
つ
い
て
確
認
を
行
い
ま
し
た

ࠊ
ࠋ

１
債
務
者
の
名
称
及
び
住
所

㸬
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２
債
権
者
の
名
称
及
び
住
所

㸬

３
確
認
事
項

㸬

調
査
の
結
果

事
業
再
生
計
画
案
に
関
し
て
事
業
再
生
に
係
る
認
証
紛
争
解
決
事
業
者
の
認
定
等
に
関
す
る
省
令
第

1
0

ࠊ

条
に
規
定
す
る
書
面
に
よ
る
意
見

（調
査
報
告
書

）の
と
お
り
特
段
の
問
題
は
認
め
ら
れ
ま
せ
ん
で
し
た

ま
た

次
の

ࠋ
ࠊ

事
項
に
つ
い
て
確
認
を
行
い
ま
し
た

ࠋ

１
事
業
再
生
計
画
案
が
事
業
再
生
に
係
る
認
証
紛
争
解
決
事
業
者
の
認
定
等
に
関
す
る
省
令
第

1
4
条
第
１
項
各
号
に
掲

げ
る
要
件
を
満
た
し
て
い
る
こ
と

ࠋ

２
事
業
再
生
計
画
案
が
事
業
再
生
に
係
る
認
証
紛
争
解
決
事
業
者
の
認
定
等
に
関
す
る
省
令
第

1
4
条
第
２
項
の
規
定
に

基
づ
き
認
証
紛
争
解
決
事
業
者
が
手
続
実
施
者
に
確
認
を
求
め
る
事
項
に
定
め
る
そ
れ
ぞ
れ
の
要
件
を
満
た
し
て
い
る

こ
と

ࠋ

注
手
続
実
施
者
の
氏
名
に
つ
い
て
は
連
名
と
す
る
こ
と

ࠋ

備
考

用
紙
の
大
き
さ
は

日
本
工
業
規
格
Ａ
４
と
す
る

ࠊ
ࠋ


